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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】局部洗浄ノズルを清潔に保つことができる便器
装置および局部洗浄装置を提供する。
【解決手段】便器装置は、局部洗浄ノズル２２と、局部
洗浄ノズル２２への洗浄水の通水と止水とを切り替える
送水切替部と、送水切替部を制御する制御部とを備える
。局部洗浄ノズル２２は、収納位置と、この収納位置か
ら前進した使用位置との間で移動するように構成される
。便器装置は、局部洗浄ノズル２２が収納位置にあると
きに局部洗浄ノズル２２の先端部２３を収納する収納部
４をさらに備える。収納部４は貯水可能に構成される。
制御部は、局部洗浄ノズル２２の先端部２３が収納部４
の内部に位置する状態で洗浄水を吐出するように送水切
替部を制御することができるように構成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボウル部を有する便器本体と、
　洗浄水を吐出する吐出口が先端部に設けられ、収納位置とこの収納位置から前進し前記
先端部が前記ボウル部の内側に配置される使用位置との間で移動するように構成された局
部洗浄ノズルと、
　前記局部洗浄ノズルへの前記洗浄水の送水と止水とを切り替える送水切替部と、
　前記送水切替部を制御する制御部と
を備えた便器装置であって、
　前記局部洗浄ノズルが前記収納位置にあるときに前記局部洗浄ノズルの前記先端部を収
納し、貯水可能な収納部をさらに備え、
　前記制御部は、前記局部洗浄ノズルの前記先端部が前記収納部の内部に位置する状態で
前記洗浄水を吐出するように前記送水切替部を制御可能に構成されている
ことを特徴とする便器装置。
【請求項２】
　前記収納部には、薬液を供給する薬液供給部が設けられており、
　前記薬液供給部は、前記局部洗浄ノズルの前記先端部が前記収納部の内部に位置する状
態で前記洗浄水を吐出すると、前記薬液を供給するように構成されている
ことを特徴とする請求項１記載の便器装置。
【請求項３】
　前記収納部は、
　　前方に向かって開口した収納部本体と、
　　この収納部本体の前記開口を水密的に覆う蓋部と
を備えている
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の便器装置。
【請求項４】
　洗浄水を吐出する吐出口が先端部に設けられた局部洗浄ノズルと、
　前記局部洗浄ノズルへの前記洗浄水の送水と止水とを切り替える送水切替部と、
　前記送水切替部を制御する制御部と
を備え、
　前記局部洗浄ノズルが、収納位置とこの収納位置から前進し前記先端部が局部洗浄装置
本体から露出した使用位置との間で移動するように構成された局部洗浄装置であって、
　前記局部洗浄ノズルが前記収納位置にあるときに前記局部洗浄ノズルの前記先端部を収
納し、貯水可能な収納部をさらに備え、
　前記制御部は、前記局部洗浄ノズルの前記先端部が前記収納部の内部に位置する状態で
前記洗浄水を吐出するように前記送水切替部を制御可能に構成されている
ことを特徴とする局部洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便器装置および局部洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来の局部洗浄装置が開示されている。この特許文献１記載の局部洗
浄装置（特許文献１では衛生洗浄装置）は、ボウル部を有する便器に設置される。この衛
生洗浄装置は、本体と、人体洗浄ノズルとを備えている。
【０００３】
　人体洗浄ノズルは、本体内に収納された状態である収納状態と、この収納状態から前進
してその先端部が本体から突出した状態である使用状態との間で移動するように構成され
ている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－９２０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、人体洗浄ノズルは、先端部が本体から突出した状態で人体の局部（例えば、
肛門）に向かって洗浄水を吐出するため、先端部に汚れが付着しやすい。しかしながら、
人体洗浄ノズルは、使用していないときには収納状態にあり、清掃しにくい場所に配置さ
れるため、先端部を清潔に保ちにくいという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、局部洗浄
ノズルを清潔に保つことができる便器装置および局部洗浄装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の便器装置は、ボウル部を有する便器本体と、洗浄水を吐出する吐出口が先端部
に設けられ、収納位置とこの収納位置から前進し前記先端部が前記ボウル部の内側に配置
される使用位置との間で移動するように構成された局部洗浄ノズルと、前記局部洗浄ノズ
ルへの前記洗浄水の送水と止水とを切り替える送水切替部と、前記送水切替部を制御する
制御部とを備えた便器装置であって、前記局部洗浄ノズルが前記収納位置にあるときに前
記局部洗浄ノズルの前記先端部を収納し、貯水可能な収納部をさらに備え、前記制御部は
、前記局部洗浄ノズルの前記先端部が前記収納部の内部に位置する状態で前記洗浄水を吐
出するように前記送水切替部を制御可能に構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の局部洗浄装置は、洗浄水を吐出する吐出口が先端部に設けられた局部洗
浄ノズルと、前記局部洗浄ノズルへの前記洗浄水の送水と止水とを切り替える送水切替部
と、前記送水切替部を制御する制御部とを備え、前記局部洗浄ノズルが、収納位置とこの
収納位置から前進し前記先端部が局部洗浄装置本体から露出した使用位置との間で移動す
るように構成された局部洗浄装置であって、前記局部洗浄ノズルが前記収納位置にあると
きに前記局部洗浄ノズルの前記先端部を収納し、貯水可能な収納部をさらに備え、前記制
御部は、前記局部洗浄ノズルの前記先端部が前記収納部の内部に位置する状態で前記洗浄
水を吐出するように前記送水切替部を制御可能に構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の便器装置によれば、局部洗浄ノズルを清潔に保つことができることができる。
【００１０】
　本発明の局部洗浄装置によれば、局部洗浄ノズルを清潔に保つことができることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一例の実施形態の便器装置の斜視図である。
【図２】上記実施形態の便器装置の一部破断した側面図である。
【図３】上記実施形態の便器装置のブロック図である。
【図４】上記実施形態の局部洗浄ノズル周辺の要部断面図であり、蓋部が閉じた状態を示
す。
【図５】上記実施形態の局部洗浄ノズルと背板部とのシール構造の一例を示した断面図で
ある。
【図６】上記実施形態の局部洗浄ノズル周辺の要部断面図であり、蓋部が開いた状態を示
す。
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【図７】変形例１の局部洗浄ノズル周辺の要部断面図である。
【図８】変形例２の局部洗浄ノズル周辺の要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について添付図面に基づいて説明する。
【００１３】
　本実施形態の便器装置は、局部洗浄装置２を内蔵している。便器装置は、便器本体１と
、局部洗浄装置２と、便座９１および便蓋９２とを備えている。便座９１および便蓋９２
は、便器本体１に回動可能に取り付けられている。
【００１４】
　なお、以下、便器装置に着座したユーザーの向く方向を前方として定義する。具体的に
は、図１中Ｄ１で示した方向を前方、Ｄ２で示した方向を後方とし、前方および後方に平
行な方向（前後方向）に直交する方向を左右方向として定義する。
【００１５】
　便器本体１は、便器装置の主体を構成し、腰掛大便器形状に形成される。便器本体１は
、フレーム１１と、外郭体１２とを備えている。
【００１６】
　フレーム１１は、便器本体１の骨組みとなる。外郭体１２は、フレーム１１に取り付け
られ、便器本体１の外形を形成する。外郭体１２は合成樹脂により構成されている。外郭
体１２は、ボウル部１３と、リム部１９とを備えている。
【００１７】
　ボウル部１３は、汚物を受ける部分である。ボウル部１３は、上方に開口した椀状に形
成されており、便器本体１の上面前部において上方に開口している。リム部１９は、ボウ
ル部１３の開口上縁から外側に向かってフランジ状に延びている。
【００１８】
　ボウル部１３の後端部には、ノズル用孔１４が形成されている。ノズル用孔１４には、
後述の局部洗浄ノズル２２が通される。ここで、ボウル部１３は、図２に示すように、ボ
ウル部１３の上端部の周方向の全長に亙って中央側に突出した庇部１５と、庇部１５の内
周端部から立ち上がった立上部１６とが形成されている。ノズル用孔１４は、ボウル部１
３の後端部において庇部１５に形成された第１孔部１７と、立上部１６に形成されて第１
孔部１７の前端に連続した第２孔部１８とで構成されており、すなわち、庇部１５と立上
部１６とに亘って形成されている。
【００１９】
　局部洗浄装置２は、ユーザーの肛門等の局部を洗浄する装置である。局部洗浄装置２は
、便器本体１の後部に内蔵されている。本実施形態の局部洗浄装置２は、設置台２１と、
局部洗浄ノズル２２と、駆動ユニット３とを備えている。
【００２０】
　設置台２１は、局部洗浄ノズル２２と駆動ユニット３等を設置するための部材である。
設置台２１は、ボウル部１３の後方に位置しており、例えば、フレーム１１に取り付けら
れて支持される。
【００２１】
　設置台２１には、局部洗浄ノズル２２が設置されている。局部洗浄ノズル２２は、洗浄
水を吐出して、ユーザーの局部を洗浄する。図１に示すように、局部洗浄ノズル２２の先
端部２３には、洗浄水を吐出可能な吐出口２４が設けられている。なお、ここで言う局部
洗浄ノズル２２の先端部２３とは、後述の使用位置において、ボウル部１３の内側に露出
する部分をいう。
【００２２】
　局部洗浄ノズル２２は、上方からみて（平面視で）前後方向に延びた直管状に形成され
ている。局部洗浄ノズル２２の中心軸は、前方に向かうほど下方に位置するように傾斜し
ている。吐出口２４は、局部洗浄ノズル２２の上面に開口しており、中心軸方向に直交す
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る方向の上側に向かって洗浄水を吐出するように構成されている。
【００２３】
　本実施形態の局部洗浄ノズル２２は、１つだけ設けられている。局部洗浄ノズル２２の
内部には、図３に示すように、複数の吐水管（おしり用吐水管２２１，ビデ用吐水管２２
２）が移動可能に設けられている。ユーザーの操作によりおしり用吐水管２２１から洗浄
水の吐水が指示されると、ビデ用吐水管２２２が後退して吐出口２４から離れる。それと
同時に、おしり用吐水管２２１が前進し、おしり用吐水管２２１の噴出口が局部洗浄ノズ
ル２２の吐出口２４に重なる。また、ユーザーの操作によりビデ用吐水管２２２から洗浄
水の吐水が指示されると、おしり用吐水管２２１が後退して吐出口２４から離れる。それ
と同時に、ビデ用吐水管２２２が前進し、ビデ用吐水管２２２の噴出口が局部洗浄ノズル
２２の吐出口２４に重なる。
【００２４】
　なお、本実施形態の局部洗浄ノズル２２は、１つの局部洗浄ノズル２２内で、おしり用
吐水管２２１とビデ用吐水管２２２とを切り替える構造であるが、おしり用の局部洗浄ノ
ズル２２と、ビデ用の局部洗浄ノズル２２とが別々に設けられてもよい。
【００２５】
　設置台２１には駆動ユニット３が設置されている。駆動ユニット３は、局部洗浄ノズル
２２を、その中心軸方向に沿って、前進後退自在に駆動する。駆動ユニット３は、モータ
３１と、ウォームギア３２と、ウォームギア３２のホイール３４と噛み合う歯車３５とを
備えている。また、局部洗浄ノズル２２の外周面には、歯車３５と噛み合うラック部３６
が形成されている。
【００２６】
　モータ３１が、一方向に回転駆動すると（この方向を正回転とする）、ウォームギア３
２のウォーム３３を介してホイール３４が回転し、これに追従して歯車３５が回転する。
これにより、歯車３５に噛み合う局部洗浄ノズル２２が軸方向の前方に向かって移動する
。
【００２７】
　モータ３１が、正方向とは反対方向に回転駆動すると（逆回転とする）、ウォーム３３
を介してホイール３４が回転し、これに追従して歯車３５が回転する。これにより、歯車
３５に噛み合う局部洗浄ノズル２２が軸方向の後方に向かって移動する。なお、駆動ユニ
ット３は、例えば、水圧等を利用して局部洗浄ノズル２２を駆動する構造であってもよい
。
【００２８】
　駆動ユニット３は、局部洗浄ノズル２２を、収納位置と使用位置との間で駆動する。収
納位置は、局部洗浄ノズル２２がボウル部１３の上方から退避した位置であり、本実施形
態では局部洗浄ノズル２２を便器本体１の内部に収容した位置である。本実施形態の便器
装置において、収納位置にある局部洗浄ノズル２２の先端部２３は、ボウル部１３の後壁
よりも後方に配置される。
【００２９】
　使用位置は、局部洗浄ノズル２２が収納位置から前進し、先端部２３がボウル部１３の
内側に配置された位置である。本実施形態の便器装置において、使用位置にある局部洗浄
ノズル２２の先端部２３は、ボウル部１３の後壁よりも前方に配置される。
【００３０】
　このように、局部洗浄ノズル２２は、収納位置と使用位置との間で移動するように構成
されている。便器装置は、収納位置にある局部洗浄ノズル２２の先端部２３を収納可能に
構成された収納部４を備えている。
【００３１】
　収納部４は、図４に示すように、局部洗浄ノズル２２の先端部２３を囲み、これにより
局部洗浄ノズル２２の先端部２３を収納する。また、収納部４は、貯水できるように構成
されている。収納部４は、設置台２１の前端部に設けられている。収納部４は、収納部本
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体４１と、蓋部４６とで構成される。
【００３２】
　収納部本体４１は、前方が開口した箱状に形成されている。収納部本体４１の開口は、
ボウル部１３のノズル用孔１４に通じている。すなわち、収納部本体４１はボウル部１３
の内側に向かって開口している。収納部本体４１は、設置台２１の前端部により構成され
た底部４３と、底部４３を覆うようにして設けられた上覆い部４５とで構成されている。
上覆い部４５は、左右一対の側板部と、背板部の後端に接続された背板部４５１と、側板
部と背板部４５１とに接続される天板部４５２とで構成されている。
【００３３】
　図５に示されるように、上覆い部４５の背板部４５１には、局部洗浄ノズル２２を通す
ための挿通孔４５２が設けられている。挿通孔４５２には、局部洗浄ノズル２２の外周面
と背板部４５１との間を止水するシール部４５３が設けられている。
【００３４】
　本実施形態のシール部４５３は、局部洗浄ノズル２２の前後方向の移動を許容しつつ、
局部洗浄ノズル２２の外周面と背板部４５１との間を止水するしゅう動用パッキンであっ
て、具体的にはＸリングである。シール部４５３は、挿通孔４５２の内周面後端部に形成
された凹段部４５４に配置されている。凹段部４５４に配置されたシール部４５３は、背
板部４５１の後面に取り付けられた取付板４５５により後方への移動が規制されている。
なお、シール部４５３は、Ｘリングに限られず、その他のパッキンであってもよい。
【００３５】
　上覆い部４５と底部４３とは、水密的に一体に形成されている。収納部本体４１は、設
置台２１を樹脂成型する際に、上覆い部４５を一体成形することで構成されてもよいし、
設置台２１に対し接着や溶着で上覆い部４５を水密的に固着することで構成されてもよい
。
【００３６】
　収納部本体４１の底面４４（底部４３の上面）は、前方ほど下方に位置するように傾斜
した傾斜面で構成されている。このため、局部洗浄ノズル２２の先端部２３に付着した水
が、傾斜面の上に落下しても、傾斜面に沿って流下しやすい。従って、収納部本体４１の
底面４４に付着した水は、ノズル用孔１４を介してボウル部１３内に排出されやすい。
【００３７】
　蓋部４６は、収納部本体４１の前側の開口を水密的に覆うように構成されている。蓋部
４６は、収納部本体４１の開口を開閉自在に閉塞する。蓋部４６の上端部は、収納部本体
４１の天板部４５２の前端部に軸支されている。これにより、蓋部４６は、左右軸回りに
回転するように構成されている。蓋部４６は、縦板部４７と、縦板部４７の下端から後方
に向かって延びた横板部４８とを備えており、断面略Ｌ字状に形成されている。
【００３８】
　縦板部４７は、ボウル部１３の第２孔部１８を閉塞するように構成されている。縦板部
４７の前面は、蓋部４６がノズル用孔１４を閉じた状態において、立上部１６の前面に面
一となる。横板部４８は、ボウル部１３の第１孔部１７を閉塞するように構成されている
。横板部４８の下面は、蓋部４６がノズル用孔１４を閉じた状態において、庇部１５の下
面に面一となる。横板部４８の先端は、収納部本体４１の底部４３に水密的に接続可能に
構成されている。
【００３９】
　蓋部４６には、局部洗浄ノズル２２が収納位置に配置されると、収納部本体４１の開口
を閉じるように蓋部４６を駆動する蓋駆動部が設けられている。本実施形態の蓋駆動部は
、例えば、収納部本体４１と蓋部４６とを連結する左右軸に取り付けられたトーションバ
ネにより構成されており、収納部本体４１の開口を閉じる側に向かって蓋部４６が付勢さ
れている。
【００４０】
　また、蓋駆動部は、局部洗浄ノズル２２が前進すると、蓋部４６を開放する。局部洗浄
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ノズル２２が前進すると、局部洗浄ノズル２２の先端が蓋部４６に当たり、付勢力に抗し
て蓋部４６を押し開けることで、蓋部４６は開放する。なお、蓋駆動部は、例えば、モー
タ３１などの駆動装置を用いて、蓋部４６を駆動してもよい。
【００４１】
　このような構成の収納部４には、薬液供給部５が設けられている。薬液供給部５は、収
納部４の内部に薬液を供給する。薬液供給部５は、収納部本体４１に設けられている。薬
液供給部５の供給口は、局部洗浄装置２の上方に配置される。薬液供給部５は、図３に示
すように、薬液流路５１を介して薬液タンク５２に接続されている。薬液流路５１には、
例えば、定量ポンプからなる薬液ポンプ５３が接続されている。
【００４２】
　薬液は、殺菌作用のある液体が好ましい。また薬液は、高濃度のものが好ましく、より
好ましくは、原液である。薬液は、例えば、次亜塩素酸ナトリウムなどにより構成される
。
【００４３】
　このような構成の便器装置は、局部洗浄ノズル２２に水を供給する給水部（以下、第一
給水部６）と、ボウル部１３に水を供給する給水部（以下、第二給水部７）とを備えてい
る。
【００４４】
　第一給水部６は、局部洗浄装置２に含まれる。第一給水部６は、第１流路６１と、この
第１流路６１に設けられた第１の止水弁６２、サブタンク６３、ヒータ６４、バッファー
タンク６５、送水切替部６６、および流路切替弁６７を備えている。
【００４５】
　第１流路６１は、例えば、配管から構成され、設置台２１に設置される。第１流路６１
の上流端は、給水源７４に接続されている。ここで給水源７４とは、水の供給の源となる
設備をいい、例えば、給水源７４は地中に埋められた水道管により構成される。なお、各
家庭や各施設等の便器装置への給水は、給水源７４としての水道管から給水配管を介して
行われる。このため、第１流路６１には、洗浄水として水道水が供給される。
【００４６】
　第１流路６１には、上流側から順に、第１の止水弁６２、サブタンク６３、ヒータ６４
、バッファータンク６５、送水切替部６６、および流路切替弁６７が設けられている。
【００４７】
　第１の止水弁６２は、例えば、電磁弁である。第１の止水弁６２の開閉が切り替えられ
ることで、給水源７４からサブタンク６３への水の供給の有無が切り替えられる。サブタ
ンク６３からバッファータンク６５に供給される水は、ヒータ６４によって加熱される。
【００４８】
　送水切替部６６は、局部洗浄ノズル２２への洗浄水の通水と止水とを切り替える。送水
切替部６６は、バッファータンク６５内の水を局部洗浄ノズル２２に供給する。送水切替
部６６は、例えば、ポンプにより構成される。
【００４９】
　第１流路６１は、送水切替部６６よりも下流側において、おしり用流路６８とビデ用流
路６９との２流路に分岐している。おしり用流路６８の下流端は、おしり用吐水管２２１
に接続されている。ビデ用流路６９の下流端は、ビデ用吐水管２２２に接続されている。
【００５０】
　第１流路６１において、おしり用流路６８とビデ用流路６９とに分岐する分岐部には、
流路切替弁６７が設けられている。流路切替弁６７は、電磁弁により構成された三方弁で
ある。流路切替弁６７が切り替えられることで、送水切替部６６から流路切替弁６７に向
かう水が、おしり用流路６８またはビデ用流路６９に供給される。
【００５１】
　第二給水部７は、第１流路６１から分岐した第２流路７１と、この第２流路７１に設け
られた第２の止水弁７２とを備えている。第２流路７１は、第１流路６１とボウル洗浄用
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ノズル７３とを接続し、これにより、ボウル洗浄用ノズル７３に水を供給する。ボウル洗
浄用ノズル７３は、ボウル部１３の内側に向かって水を吐出するように設けられる。第２
の止水弁７２は、例えば電磁弁である。第２の止水弁７２の開閉が切り替えられることで
、給水源７４からボウル洗浄用ノズル７３への水の供給の有無が切り替えられる。
【００５２】
　また、局部洗浄装置２は、操作部８と制御部９とを備えている。操作部８は、例えば、
便器本体１に設けられた操作器と、便器本体１とは別に設けられたリモートコントローラ
によって構成される。
【００５３】
　操作部８は、おしり用吐水管２２１から洗浄水を吐出させるおしり洗浄開始スイッチ８
１と、おしり用吐水管２２１からの洗浄水の吐出を停止させるおしり洗浄停止スイッチ８
２とを備えている。また、操作部８は、ビデ用吐水管２２２から洗浄水を吐出させるビデ
開始スイッチ８３と、ビデ用吐水管２２２からの洗浄水の吐出を停止させるビデ停止スイ
ッチ８４とを備えている。
【００５４】
　制御部９は、操作部８から出力された操作信号を受信し、これに基づいて、送水切替部
６６を含めた局部洗浄装置２の各機器と、第２の止水弁７２とを制御する。制御部９は、
マイクロコンピューターを備え、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記憶
部に記憶された制御プログラムを実行するように構成されている。
【００５５】
　おしり洗浄開始スイッチ８１またはビデ開始スイッチ８３がユーザーにより操作されて
、おしり用吐水管２２１またはビデ用吐水管２２２からの洗浄水の吐出の指令がなされる
。すると、制御部９は、対応する吐水管を、その噴出口が局部洗浄ノズル２２の吐出口２
４に重なるように移動させる。また、制御部９は、モータ３１を駆動し、局部洗浄ノズル
２２を使用位置に移動させる。すると、局部洗浄ノズル２２は、ボウル部１３の内側に配
置される。
【００５６】
　この後、制御部９は、流路切替弁６７と送水切替部６６とを駆動し、バッファータンク
６５内の水を局部洗浄ノズル２２に供給する。このとき、制御部９はヒータ６４を駆動す
る。すると、サブタンク６３からバッファータンク６５に向かう水がヒータ６４により加
熱される。同時に、バッファータンク６５内の加温された水が、局部洗浄ノズル２２に供
給され、吐出口２４から洗浄水として吐出される。
【００５７】
　なお、局部洗浄ノズル２２からの吐出を継続し、サブタンク６３内の水が少なくなると
、制御部９は、サブタンク６３内の水の量が所定量に達するまで、第１の止水弁６２を開
放するよう制御する。
【００５８】
　おしり洗浄停止スイッチ８２またはビデ停止スイッチ８４がユーザーにより操作されて
、局部洗浄ノズル２２からの洗浄水の吐出停止の指令がなされる。すると、制御部９は、
送水切替部６６の運転を停止する。これにより、局部洗浄ノズル２２からの洗浄水の吐出
が停止する。また、このとき制御部９は、ヒータ６４の駆動を停止する。さらに、制御部
９は、モータ３１を駆動し、局部洗浄ノズル２２を収納位置まで移動させる。
【００５９】
　なお、おしり洗浄停止スイッチ８２は、ビデ停止スイッチ８４を兼ねていてもよい。ま
た、おしり洗浄開始スイッチ８１はおしり洗浄停止スイッチ８２を兼ねていてもよく、ビ
デ開始スイッチ８３はビデ停止スイッチ８４を兼ねていてもよい。また、操作部８は、ボ
ウル洗浄用ノズル７３から洗浄水を吐出させるボウル洗浄開始スイッチを備えている。
【００６０】
　ユーザーがボウル洗浄開始スイッチを操作すると、制御部９は、第２の止水弁７２を所
定時間開放する。これにより、ボウル洗浄用ノズル７３から一定量の洗浄水が吐出され、
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ボウル部１３の内面が洗浄される。
【００６１】
　本実施形態の便器装置は、このような構成に加えて、局部洗浄ノズル２２を浸け置き洗
いができるように構成されている。操作部８は、局部洗浄ノズル２２の浸け置き洗いをす
るためのノズル洗浄スイッチ８５を備えている。
【００６２】
　局部洗浄ノズル２２が収納位置に配置された状態で、ユーザーがノズル洗浄スイッチ８
５を操作すると、制御部９は、送水切替部６６を駆動し、局部洗浄ノズル２２から洗浄水
を吐出させる。このとき、おしり用吐水管２２１およびビデ用吐水管２２２のいずれであ
ってもよい。また、制御部９は、送水切替部６６を駆動しながら、薬液供給部５により薬
液を供給させる。すなわち、制御部９は、局部洗浄ノズル２２の先端部２３が収納部４の
内部に配置された状態で、洗浄水を吐出するように送水切替部６６を制御する。
【００６３】
　すると、図４に示すように、収納部４の内部に洗浄水と薬液とが供給され、収納部４内
に洗浄水と薬液とが貯留される。このとき、局部洗浄ノズル２２から吐出される洗浄水に
より、薬液がかくはんされる。この状態のまま、一定時間放置され、局部洗浄ノズル２２
の先端部２３が浸け置き洗いされる。
【００６４】
　この後、ユーザーが、おしり洗浄開始スイッチ８１またはビデ開始スイッチ８３を操作
すると、図６に示すように、蓋部４６が開放し、局部洗浄ノズル２２が使用位置に移動し
、これと同時に、貯留された洗浄水と薬液とがボウル部１３内に排水される。
【００６５】
　なお、局部洗浄ノズル２２の先端部２３を浸け置き状態としたまま、一定時間経過した
後に、蓋部４６を開放させ、洗浄水と薬液とを排水してもよい。さらに、その後、洗浄水
のみを収納部４に貯留し、局部洗浄ノズル２２の先端部および収納部４の内部のすすぎ洗
いを行ってもよい。
＜効果＞
　以上説明したように、本実施形態の便器装置は、ボウル部１３を有する便器本体１と、
洗浄水を吐出する吐出口２４が先端部２３に設けられた局部洗浄ノズル２２と、送水切替
部６６と、制御部９とを備える。局部洗浄ノズル２２は、収納位置と、使用位置との間で
移動するように構成される。なお、使用位置とは、収納位置から局部洗浄ノズル２２が前
進し、局部洗浄ノズル２２の先端部２３がボウル部１３の内側に配置される位置である。
送水切替部６６は、局部洗浄ノズル２２への洗浄水の送水と止水とを切り替える。制御部
９は、送水切替部６６を制御する。便器装置は、収納部４をさらに備える。収納部４は、
局部洗浄ノズル２２が収納位置にあるときに局部洗浄ノズル２２の先端部２３を収納する
。また、収納部４は貯水可能に構成される。制御部９は、局部洗浄ノズル２２の先端部２
３が収納部４の内部に位置する状態で、洗浄水を吐出するように送水切替部６６を制御可
能である。
【００６６】
　ここでいう水密状態とは、厳密な意味で止水された状態のみをいうのではなく、収納部
４に洗浄水を一定時間貯水可能な状態であればよいものとする。
【００６７】
　このため、本実施形態の便器装置によれば、収納部４に貯留した洗浄水に、局部洗浄ノ
ズル２２の先端部２３を浸すことができ、これにより、局部洗浄ノズル２２の先端部２３
の浸け置き洗いをすることができる。この結果、汚れやすい局部洗浄ノズル２２の先端部
２３を清潔に保つことができる。
【００６８】
　また、本実施形態の便器装置は、次の付加的な構成を備える。収納部４には、薬液を供
給する薬液供給部５が設けられている。薬液供給部５は、局部洗浄ノズル２２の先端部２
３が収納部４の内部に位置する状態で洗浄水を吐出すると、薬液を供給するように構成さ
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れている。
【００６９】
　このため、本実施形態の便器装置によれば、局部洗浄ノズル２２の先端部２３浸け置き
洗いをするに当たり、より洗浄力を高めることができ、局部洗浄ノズル２２の先端部２３
を清潔に保つことができる。
【００７０】
　また、本実施形態の便器装置は、次の付加的な構成を備える。収納部４は、前方に向か
って開口した収納部本体４１と、この収納部本体４１の開口を水密的に覆う蓋部４６とを
備えている。
【００７１】
　このため、本実施形態の便器装置によれば、蓋部４６の開閉によって、洗浄水の排水お
よび貯水を切り替えることができる。
【００７２】
　また、本実施形態の局部洗浄装置２は、洗浄水を吐出する吐出口２４が先端部２３に設
けられた局部洗浄ノズル２２と、局部洗浄ノズル２２への洗浄水の送水と止水とを切り替
える送水切替部６６と、送水切替部６６を制御する制御部９とを備える。局部洗浄ノズル
２２は、収納位置と、使用位置との間で移動するように構成される。局部洗浄装置２は、
収納部４を備える。収納部４は、局部洗浄ノズル２２が収納位置にあるときに局部洗浄ノ
ズル２２の先端部２３を収納する。また収納部４は、貯水可能に構成される。制御部９は
、局部洗浄ノズル２２の先端部２３が収納部４の内部に位置する状態で、洗浄水を吐出す
るように送水切替部６６を制御可能である。
【００７３】
　このため、本実施形態の局部洗浄装置２によれば、収納部４に貯留した洗浄水に、局部
洗浄ノズル２２の先端部２３を浸すことができ、これにより、局部洗浄ノズル２２の先端
部２３の浸け置き洗いをすることができる。この結果、汚れやすい局部洗浄ノズル２２の
先端部２３を清潔に保つことができる。
【００７４】
　＜変形例１＞
　上記実施形態の収納部４は、底部４３が設置台２１の前端部で構成されていたが、図７
に示すように、底部４３と設置台２１とは別体であってもよい。変形例の収納部４は、箱
状に構成されている。底部４３は、設置台２１に固定される。
【００７５】
　この変形例の便器装置および局部洗浄装置２によれば、収納部４を後付けにより設置す
ることができる。
【００７６】
　＜変形例２＞
　上記実施形態の収納位置は、便器本体１の内部において、一つの位置であったが、例え
ば、通常の収納位置である第一位置と、第一位置よりも後退した第二位置との複数の位置
であってもよい。
【００７７】
　図８には、第二位置に後退した状態の局部洗浄ノズル２２を示す。局部洗浄ノズル２２
は、収納位置において、第二位置にまで後退可能に構成されている。
【００７８】
　操作部８には、実施形態の操作部８に加えて、ノズル後退スイッチと復帰スイッチとが
設けられている。ノズル後退スイッチがユーザーにより操作されると、制御部９は、駆動
ユニット３を駆動させ、局部洗浄ノズル２２を第二位置まで移動させる。これにより、第
一位置に配置されていた局部洗浄ノズル２２の先端部２３は、収納部４の底面４４上から
退避した位置に配置される。
【００７９】
　このように、局部洗浄ノズル２２が第二位置に配置されることで、ユーザーは、ボウル
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部１３の内側からノズル用孔１４を介して、収納部４内部を掃除することができる。しか
も、収納部４の前端部は、ノズル用孔１４を介して前方および下方に開口している。この
ため、ユーザーは、収納部４の前端部を掃除しやすい。
【００８０】
　局部洗浄ノズル２２が第二位置に配置された状態で、ユーザーが復帰スイッチを操作す
ると、制御部９は、駆動ユニット３を駆動し、これにより、局部洗浄ノズル２２を第一位
置まで移動させる。
【００８１】
　なお、ノズル後退スイッチは、復帰スイッチを兼ねていてもよい。また、第二位置に配
置された局部洗浄ノズル２２は、おしり洗浄開始スイッチ８１またはビデ開始スイッチ８
３が操作された場合に、駆動ユニット３により第一位置まで駆動してもよい。この場合、
復帰スイッチは省略可能である。
【００８２】
　＜応用例＞
　収納部４の内面は、はっ水性を有するように構成されるのが好ましい。これにより、収
納部４に貯水した洗浄水を排水する際に、水を付着し難くできる。収納部４の内面は、収
納部４の内面に凹凸から成るはっ水構造を形成することではっ水性を発揮してもよいし、
コーティング等で表面処理を施すことではっ水性を発揮してもよい。特に、収納部４の底
面４４をはっ水性を有するように構成すれば、底面４４が傾斜していることで、より効果
的に、収納部から洗浄水を排水することができる。
【００８３】
　また、収納部４の蓋部４６は、収納部本体４１の天板部４５２の前端部に軸支されてい
たが、例えば、ボウル部１３に回動自在に連結されてもよい。また、収納部４は、例えば
、収納部本体４１の開口を局部洗浄ノズル２２と同じ大きさにすることで、当該開口を局
部洗浄ノズル２２で閉塞した構成であってもよい。これにより、蓋部４６を省略すること
ができる。
【００８４】
　また、上記実施の送水切替部６６は、ポンプにより構成されたが、例えば、水圧が掛か
る流水路においては開閉弁により構成されてもよい。
【００８５】
　また、収納部４は、局部洗浄ノズル２２が前記収納位置にある状態において、局部洗浄
ノズル２２の先端部２３のみを囲むように構成されていたが、局部洗浄ノズル２２の先端
部２３を含む全体を囲むように構成されてもよい。
【００８６】
　また、本実施形態の便器装置は、便器本体１の外郭体１２は、例えば、陶器製であって
もよい。この場合、フレーム１１は省略可能である。また、局部洗浄装置２は、本実施形
態のように便器本体１に内蔵されるものに制限されず、例えば、便器本体１上に設置され
てもよい。
【００８７】
　また、この他、本実施形態の便器装置および局部洗浄装置２は、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜設計変更可能である。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　　便器本体
　１３　　ボウル部
　１４　　ノズル用孔
　１７　　第１孔部
　１８　　第２孔部
　２　　　局部洗浄装置
　２１　　設置台
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　２２　　局部洗浄ノズル
　２３　　先端部
　２４　　吐出口
　３　　　駆動ユニット
　４　　　収納部
　４１　　収納部本体
　４３　　底部
　４４　　底面
　４５　　上覆い部
　４５１　背板部
　４５２　挿通孔
　４５３　シール部
　４５４　凹段部
　４５５　取付板
　４６　　蓋部
　５　　　薬液供給部
　５１　　薬液流路
　５２　　薬液タンク
　５３　　薬液ポンプ
　７４　　給水源
　８　　　操作部
　８１　　おしり洗浄開始スイッチ
　８２　　おしり洗浄停止スイッチ
　８３　　ビデ開始スイッチ
　８４　　ビデ停止スイッチ
　８５　　ノズル洗浄スイッチ
　９　　　制御部
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